
構成内容

※表紙

※木造住宅耐震補強計画の変更確認書

※診断方針・補強方針

①建物概要・一般事項・診断補強諸条件

②工法と壁基準耐力　一覧表

③耐力低減係数 Ｋｊ の算定

④耐力壁（耐力要素）の登録

⑤診断用床面積　（全体および領域毎）

⑥壁配置　（全体および領域毎）

⑦床倍率一覧表・平均床倍率

⑧必要耐力の算定

⑨耐力要素の配置による低減係数 ｅＫｆｌの算定

⑩劣化度による低減係数 ｄＫの算定

⑪上部構造評点の算定

⑫地盤・基礎の診断

⑬「上部構造」の評点とコメント

その他　・・・・・写真帳、Ｎ値計算、略伏図、表紙、申込書、予算書、チェックシート、チェックポイントと注意点

「山梨県木造住宅耐震診断・補強計画　技術者講習会および継続講習会」
（追加資料）

山梨県木造住宅の一般診断法（精算法）エクセルシート使用説明書

３階建て用

建物規模別入力

（一般財団法人）日本建築防災協会「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」準拠

※本シート使用説明書での記載例は、「２階建ての重い建物」補強計画　の場合について記載しています。

（注意）山梨県建築士事務所協会主催の「木造住宅耐震診断・補強計画」平成２４年以降の技術者講習会
　　　　 を受講して【修了証】と【ユーザーＩＤ】をお持ちの方が使用できます。

（一般社団法人）山梨県建築士事務所協会

耐震診断・補強計画シート【2_YMT_IppanShindan_v5**】

両面印刷、左側綴じとして使用してください。見開きがセットとなり、左頁が対象シート、右頁が該当説明　となります。

建物共通入力

建物共通入力

平屋建て用

２階建て用



年 月

／

地 盤
聞き取りでは畑跡地との話であるが、築30年経過の状況でも不同沈下などは見られないので、普通の地盤であ
ると思われる。

地 形
現在は石積み擁壁の異常は見られないが、擁壁と建物との距離が擁壁高さより短いので、継続的に石積み擁壁
の状況確認は必要である。

基 礎 大きなひび割れではないが、上部構造の補強工事の際に、ひび割れ部分は樹脂注入補修等を行う。

Ａ

7 4 1

(申込者)

住 所 山梨県□△市○×1234

□◇△× 印

山梨県□△市◇○456

担当名称 □◇建築設計事務所

代表者名

氏 名 ○×□△ 様

「愛知建築地震災害軽減ｼｽﾃﾑ研究協議会」　低コスト工法の有無

日令和

「 補強材一部に採用 」

強さ（耐力）

耐 震 診 断 結 果
⇒

⇒

⇒

耐 震 補 強 計 画 結 果

1.00 Qu/Qr 耐 力 比 1.16Ｃ 部 分 欠 陥

診 断 タ イ プ
一 般 診 断
（ 精 算 法 ）

Ｂ 老 朽 度 0.90 Ｑr

低 減 係 数

1.06

Ｘ

木造住宅の耐震補強計画を実施した、

　　　　　方　向
　項　目

方向 Ｘ Ｙ

ＴＹＰＥ－２ 方法１診 断 タ イ プ

甲府－0000

Ｙ

地 盤 ・ 基 礎

偏 心 0.67 1.00

必 要 耐 力

Ｑu

59.66

1.06

Ｄ

佐藤誠紀        ＹＭＴ－00004
○×□△邸      甲府－0000

木造住宅の一般診断法シート　Ver_5.20

1.00 1.00

佐藤誠紀 印

受講番号 YMT -

69.48

59.66

63.57

TEL ／ FAX 055-000-0000 055-000-0000

(担当事務所)

所 在

実施者名

00004

dＫ 劣 化 度Ｅ 水 平 抵 抗 力 0.86 0.73

木 造 住 宅 の 耐 震 補 強 計 画 書

eＫfl

総 合 評 点 0.25 総 合 評 点

○×□△邸

0.50

について、耐震補強計画結果を下記の通り報告いたします。

　(一社)山梨県建築士事務所協会の審査印無き報告書および受講者番号と調査者氏名が合致しない報告書は、無効です。
　※　本補強計画による補強後の建物は、2012改訂版一般診断法により確認した結果、建築物の耐震改修の促進に関する
　　　法律に基づく「平成１８年国土交通省告示第１８４号および同告示第１８５号」に適合している。

1.00 1.00

一応倒壊しない

決定階 １ 階 １ 階

0.00

0.50

1.00

1.50
Ａ

Ｃ

ＥＤ

Ｂ

Ｘ

Ｙ

0.00

0.50

1.00

1.50

Qu/Q
r

eＫfldＫ

Ｘ

Ｙ

00000

■◇△×
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

※平成24年以降の技術者講習会を受講者である確認の意味で、下記を記入し「使用可」となる事を御確認下さい。

　①表紙シート枠内　・・・・　診断実施者氏名（漢字）と修了証番号（YMT-＊＊＊＊＊）

　②表紙シート枠内　・・・・　ユーザーＩＤ　（考査合格者へ発行されるパスワード）

　以上の３つが全て一致して「使用可」となります。

・（申込者）関係事項

・・・・　住所および氏名　の記入。

・（診断実施者）関係事項

・・・・　所在（勤務先の事務所の住所）、所属（勤務先の事務所名）、代表者（勤務先の代表者名）

・・・・　ＴＥＬ/ＦＡＸ（所属事務所の電話およびファックス番号）、氏名（直接の診断業務の従事者名）

・・・・　受講番号（診断業務の従事者の番号）　　以上を記入。

・（診断対象建物）関係事項

・・・・　物件名（○×□△邸）、無料診断時の管理番号（各市町村の受付番号）　　以上を記入。

・補強計画の場合　ケース１　⇒　（市町村無料診断での耐震診断結果）関係事項

・・・・　診断タイプ（タイプ番号）、地盤・基礎（診断評点）、老朽度（診断評点）、部分欠陥（診断評点）

・・・・　偏心（両方向の診断評点）、水平抵抗力（両方向の診断評点）　　以上を診断報告書から転記する。

・補強計画の場合　ケース２　⇒　（一般診断による耐震診断結果）関係事項

・・・・　診断タイプ（一般診断　精算法）、決定階（方向毎）、強さ（決定方向/階のＱｕ値）

・・・・　必要耐力（決定方向/階のＱｒ値）、低減係数（決定方向/階のeＫｆｌ値）、劣化度（ｄＫ値）

・・・・　以上を一般診断結果から転記する。

初期入力の必要事項 表紙
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年 月 日

※注意事項（２）　　変更が有った場合、本確認書は、審査時の補強計画報告書と一対として認められるものである。

審
査
担
当

上記の変更内容およびその結果を審査
して、補強計画の変更に問題がないこ
とを確認しましたので、再審査を終了
とする。

審査担当者の確認 （一社）山梨県建築士事務所協会

※ 上記数値に不整合がある場合は、本確認書は無効とする。

0.30 0.14
0.07

Ｙ 0.42 0.07
１階

Ｘ 0.00 0.00
0.00

Ｙ

令和

補強工事の施工に際し、現場確認状況からやむを得ず審査終了時の補強計画に変更が生じた
為、再検討により安全を確認した変更後の補強結果および所見を報告します。

※注意事項（１）　　上記の報告に際し、補強計画を変更した内容（位置・補強部材等）を表示する資料（平面図
　　　　　　　　　　・伏図・軸組図・詳細図・他）および変更後の補強結果を計算したシートの変更した入力頁
　　　　　　　　　　を抜粋追加添付すること。

該当階 審査時の位置および補強材

木 造 住 宅 耐 震 補 強 計 画 の 変 更 確 認 書

１階

変更後の位置および補強材

２階
Ｘ 0.52 0.10

0.10
Ｙ 0.00

変 更 後 の 補 強 結 果

偏心率 上部構造評点

●●通（××軸～○○軸　間）へ移動
筋違い補強材　1補5　へ変更

１階
●●通（▽▽軸～□□軸　間）
合板補強材　1補3

・・・位置変更なし
筋違い補強材　1補5　へ変更

●●通（▽▽軸～□□軸　間）
合板補強材　1補3

●●通（××軸～○○軸　間）へ移動
・・・補強材の変更なし

0.36

印

□◇△×

■◇△×

担当事務所代表

診断実施者

○×□△邸 印

１階
●●通（▽▽軸～□□軸　間）
合板補強材　1補3

偏心率 上部構造評点 階 方向

審 査 時 の 補 強 結 果

変更後の補強結果は、審査時の偏心率および上部構造評点ともに「やや劣る値」となった
が、評点基準値は満足できている為、安全性は確保できていると判断する。

１階
Ｘ

階 方向

0.00 0.00

Ｘ

Ｙ
２階

0.00

0.00

0.00
0.00

変更後の補強結果に対する診断実施者の所見

0.00

一般診断（精算法）シート使用説明書v10.0　　Ｐ－5



※「補強計画の変更」の無い場合には、不要。

シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入の事。

・補強計画の変更内容、部位等について

（当該階） ・・・・　変更部位の階の記載。

（審査時の位置・補強材） ・・・・　補強計画変更に関わる審査終了時の部位、補強材の記載。

（変更後の位置・補強材） ・・・・　補強計画の変更の該当部位、補強材の記載。

・審査時の補強結果について

・・・・　審査終了時の補強結果（偏心率および上部構造評点）の抜粋記載。

・変更後の補強結果について

・・・・　変更時の補強結果（偏心率および上部構造評点）からリンク表示されます。

・変更後の補強結果に対する診断実施者の所見

・・・・　変更時の補強結果に対して、診断実施者の考え・判断等のコメント記載の事。

　　　　右欄外に載せた記載例を参考に、実施者ご自身の言葉でコメント記載してください。

・変更後の補強結果に対する審査担当者の確認について

・・・・　変更時の補強結果に対して、本変更確認書および必要な抜粋資料を添えて、審査担当者

　　　　へ内容確認を依頼する事。

・・・・　審査担当者の確認の証としてサイン又は認印を受け、加えて事務所協会の認印も受ける事。

木造住宅耐震補強計画の変更確認書 添付

一般診断（精算法）シート使用説明書v10.0　　Ｐ－6
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※「補強計画」時には、不要。

シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・診断方針

・・・・　耐震診断に際し、用途に対する考え方、取り扱い方、判断の理由など簡潔に記載する事。

・耐震診断時での取り扱い、評価等の判断記載

（建物仕様） ・・・・　耐震診断での建物仕様の表記。

　　　　調査を踏まえた仕様の判断材料となった建物仕上げ表記。

（地域係数） ・・・・　建物所在県名の表記。　山梨県では、Ｚ＝1.0。

（軟弱地盤割増） ・・・・　調査を踏まえた診断者の地盤判断および状況コメントの表記。

（形状割増係数） ・・・・　調査による建物短辺方向のスパン区別の表記。

（異種構造割増） ・・・・　診断建物の下階の異種構造の有無の表記。

（積雪割増） ・・・・　診断建物に対して考慮の必要な多雪地域に属すか否かの表記。

（基礎形式） ・・・・　調査を踏まえた診断者の基礎評価および状況コメントの表記。

・・・・　調査を踏まえた診断者の接合部評価および状況コメントの表記。

（床仕様） ・・・・　「平均床倍率」評価および調査を踏まえた診断者の状況コメントの表記。

・耐震診断の所見

・・・・　診断者自身の耐震診断結果の総評、その他に補強計画に対する方向性・対応案に関するコメントの表記。

耐震診断方針 添付

（柱頭柱脚の
接合部仕様）

一般診断（精算法）シート使用説明書v10.0　　Ｐ－8



！？　注意　？！

木造住宅の一般診断法シート　Ver_5.20
【耐震診断技術者】による診断ではありません

補　強　計　画　の 方　針　・　所 見木造住宅の耐震補強計画

地域係数 Ｚ

建物仕様

重い屋根 屋根仕様の概要 屋根仕様・壁仕様の補強計画での概要

１階：鋼板葺／２階：日本瓦葺
（瓦屋根部分の面積比率が広い）

短辺割増係
数

２階建ての２階の短辺対象
３階建ての２～３階の短辺対象

異種構造割
増

補強計画
の所見

上記の補強の結果、補強後の建物の評点は、目標評点（1.0、0.7、その他）を満足できた。
評点には評価しなかったが基礎のヘアークラックの補修も併せて行う事も必要である。

また、上部構造評点担保の上でも、敷地周辺の石積み擁壁は重要な要因なので状況確認は適時行う必要が
ある。

積雪割増

4.0m以上
6.0m未満

短辺幅

目視・聞き取り調査結果
「部分欠陥調査」項目参照

平均床倍率 補強計画での床仕様判断

目視の範囲では、数は少ないが
火打ち材の存在は確認できた。

再調査の目視の範囲でも火打ちは確認、可能な限り増設する。大きな吹抜
け周りは、隅部へ火打ちの補強を行う。補強計画では既存又は補強後の床
構面に応じた「平均床倍率」を算出し、偏心率による低減へ考慮する。

該当無し
２階建ての１階（異種構造の有無）
３階建ての１～２階（異種構造の有無）

補強計画での基礎判断

区域外
山梨県下（標高の高い地域は除き）　1ｍ未満
・・・・・他都道府県は別途考慮

目視の範囲では、羽子板・ｶｽｶﾞｲ
は確認できた。

聞き取りで無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎。
目視ではひび割れは見当たらな
い。

補強計画の方針および所見

既存建物の診断結果から、耐震性の向上のため下記の補強計画を行う。
・既存建物は壁要素を有する在来軸組構法であり、補強計画では、既存建物の構造特徴に沿って行う事とす
る。
・補強採用鉛直耐震要素は、構造用合板・筋違い等による強度抵抗型の補強を主体とし、補助的に開口部
　へ仕口ダンパーを併用する事とした。また、耐力の増加と共に平面的なバランス改善にも配慮に努めた。
・屋根や床面の水平構面は、可能な限り火打ち材等の追加を併せて行い、床仕様の向上を図る事とする。
・建物の重量は、屋根の葺き替え等は行わないので、補強後も変化は無いものとし、見直しは行わない。
・補強部位の柱頭柱脚接合部は、Ｈ12年建告第1460号に適合仕様となるようにＮ値計算等を行い金物の
　選定確認を行い、「接合部Ⅰ」評価とする。なお、既存部位も告示適合施工とする場合は同様とする。
・鉄筋探査の結果、無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎であることは確認できた。軽微なひび割れ部へはエポキシ樹脂注入
　を行う事により、ひび割れの無い無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎と判断し「基礎Ⅱ」の評価とする。
・必要耐力は一般住宅であるが実状に近い評価とするため「精算法②」により算出する。

項目 診断時（旧基準） 補強計画（一般診断/精算法）

再調査の目視の範囲でも羽子板・ｶｽｶﾞｲは確認できたが、通柱の位置・有無
など不確定のため既存部は「接合部Ⅳ」とする。補強部位の接合部はＮ値計
算等による金物選定により、柱頭柱脚金物がＨ12年建告第1460号仕様とす
るので「接合部Ⅰ」として取り扱う事とする。

床仕様

基礎形式

目視・聞き取り調査結果
「基礎調査」項目参照

軟弱地盤割
増

目視・聞き取り調査結果
「地盤調査」項目参照

良い地盤 補強計画での地盤判断

畑跡地であるが、不同沈下は見ら
れない。

畑跡地であるが、築数十年以上経過し、不同沈下は見られないので、問題
はないと判断する。また、隣地との境界の石積み擁壁の法面の凹凸等も無く
良好である。

既存建物の診断結果から、目標評点を満足できなかったため、補強計画を行う。
準拠する参照図書は、（一般財団法人）日本建築防災協会「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」とする。
補強計画は下記の各項目毎の対処・判断により、「一般診断/精算法」で補強後の目標評点の確認を行う。
必要耐力は、「必要耐力表からの精算法①」あるいは「基準法施行令に準ずる精算法②」のいずれかの方法から選択し算出する。

補強方針

目視・聞き取り調査結果
「部分欠陥調査」項目参照

接合部　Ⅰ 補強計画での接合部判断

鉄筋探査により無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎を確認した。再調査結果でもﾍｱｰｸﾗｯｸ程度
でひび割れは見当たらなかったので補強計画では、ひび割れの無い無筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ基礎の評価とし「基礎Ⅱ」を採用する。

１階：鋼板葺／２階：日本瓦葺
屋根の軽量化はなく、外壁も既存と同等である。

山梨県
山梨県下の場合　Ｚ＝1.0
・・・・・他都道府県は別途考慮

重い建物

柱頭柱脚の
接合部仕様

基礎　Ⅱ

一般診断（精算法）シート使用説明書v10.0　　Ｐ－9



※「耐震診断」時には、不要。

シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・補強方針

・・・・　補強計画に際し、考え方、取り扱い方、判断の理由など簡潔に記載する事。

・診断時および補強計画時での取り扱い、評価等の比較

（建物仕様） ・・・・　診断および補強での建物仕様の表記。

　　　　仕様の判断材料となった建物仕上げ表記、および見直しの場合は理由も追記。

（地域係数） ・・・・　補強での建物所在県名の表記。

（軟弱地盤割増） ・・・・　診断での「地盤調査」項目コメントの転記。

　　　　補強の際の再調査を踏まえた診断者の地盤判断および状況コメントの表記。

（形状割増係数） ・・・・　補強での建物短辺方向のスパン区別の表記。

（異種構造割増） ・・・・　補強での下階の異種構造の有無の表記。

（積雪割増） ・・・・　補強での考慮の必要な多雪地域に属すか否かの表記。

（基礎形式） ・・・・　診断での「基礎調査」項目コメントの転記。

　　　　補強の際の再調査を踏まえた診断者の基礎評価および状況コメントの表記。

・・・・　診断での「部分欠陥調査」項目コメントの転記。

　　　　補強の際の再調査を踏まえた診断者の接合部評価および状況コメントの表記。

（床仕様） ・・・・　診断での「部分欠陥調査」項目コメントの転記。

　　　　補強の際の「平均床倍率」評価および再調査を踏まえた診断者の状況コメントの表記。

・補強計画の所見

・・・・　診断者自身の補強計画結果の総評、その他の関わる部分に関する状況コメントの表記。

（柱頭柱脚の
接合部仕様）

補強計画方針 添付
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！？　注意　？！

木造住宅の一般診断法シート　Ver_5.20
【耐震診断技術者】による診断ではありません

様

年 月 年

年 月

年 月

年 月 日

＊ 　 　

㎡ ㎡ ㎡ ㎡

＊

㎡ ㎡ ㎡

＊

＊

　
m

m

m

＊

　 m

　

　

ＲＣ系の混構造の場合は、上部構造が大きく振られる事
への配慮から追加指定を1.20～2.00範囲で可能とした。

積雪深

－２階

考慮なし ただし、雪下ろしの状況に応じ、積雪深を1mまで減ずる事は可能。

－

0.26
　

－

直線補間

ﾀｲﾌﾟ

　

1.15

－

0.28xK6xZ

３階建ての３階

0.28xZ 0.28xK2xZ

　

0.62

採用

－

－

２階

【精算法②：基準法施行令に準じて求める方法】

4.550

0.57

0.70

－

－

1.22xK1xZ

0.92xK4xK5xZ

1.0

1.5

0.62

１階

1.49

地域係数　Ｚ

業務実施者情報

山梨県□△市◇○456 実施者名 ■◇△×

　

健全な鉄筋コンクリートの布基礎叉はベタ基礎

非常に重い建物

重い建物

33.12 ３階

接合部　Ⅰ

6

異種構造階

無し無し

伝統構法（方法２）

基礎　Ⅰ

基礎形式

２階建ての２階 ２階建ての１階

＊
有資格

木造部分構法

法規上床面積 34.78

55

平成

40

建物所有者

築後

一　般　診　断　（精算法①・精算法②/接合部）

所属

補　強　計　画 方法１
（一般財団法人）日本建築防災協会「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」準拠

西暦

１階

屋根

昭和

西暦

日本建築防災協会代表者名

建物所在地

建 物 概 要 ・ 一 般 事 項 ・ 各 諸 条 件

状況
ｺﾒﾝﾄ

①－１

設計図書等の有無

ＹＭＴ－00000

甲府－0000診断時管理番号○×□△ 甲府市

12-02-0000

山梨県□△市○×1234

他の受講番号

必要耐力算出表

1.15

1m～2m間

精
算
法
①
に
よ
る
必
要
耐
力

－

非常に重い建物

重い建物

1.47

0.60

－ 0.94

－

1.14xK3xZ

1.80xK3xZ

－
割増該当階

良い地盤

悪い地盤

畑跡地であるが基礎の沈下も見られない事から、良い地盤で
あると判断した。

3階建の場合

2階建の場合

0.52ｘＺ（kN/㎡）を加算

91.01

Ｋ6

－

－

Ｒｆ２

0.92xK1xZ

－

ｘＺ（kN/㎡）を加算

1.000

２階

0.36

0.26ｘＺ（kN/㎡）を加算

60竣　工　年

0.72xK1xZ

３階建ての１階

1.16xK3xZ

0.40xZ

1965 竣工が江戸以前の場合は此処へ直接表記の事

平面図

(面外1F)

0.45

無し 基礎伏図

0.28

断面・矩計・詳細図

地域係数Ｚ
を除いた

床面積当り
の必要耐力

（kN/㎡） －

補強計画

ほぞ差し、釘打ち、かすがい等

6
2階の西側増築、１階の台所周り改修

必要耐力算定方法

無し 無し立面図

採用

採用 採用

その他の基礎

Ｋ4

0.42

各階毎の水平構面仕様による「平均床倍率」を算出し偏心率低減係数Fe算定にて評価。

各
部
位
仕
様
条
件

接合部　Ⅳ

　

無し その他、図書に関するｺﾒﾝﾄがある場合は此処へ記入

0.64xK6xZ

0.40xK2xZ

0.72xK4xK5xZ

１階

【精算法①：必要耐力表による方法】

1m

基礎　Ⅱ

6

有開口耐力Ｑwo＝Σ(Fw ｘ Lw)

軸組図

検査済書の有無

　 　 羽子板ボルト、山形プレートVP、かど金物CPT・CPL、込み栓

ほぞ差し、釘打ち、かすがい等（構面の両端が通柱の場合）

平成12年建設省告示第1460号に適合する仕様

山梨県建築士事務所協会

各部位の仕様

枠組壁工法（方法１）

延面積

履歴（増築/改修/修繕）

在来軸組構法（方法１）

仕上げ

一級建築士

昭和

令和作成日付（診断/補強）

建物規模・構造概要

２

外壁

－ －

0.86－

0.00

　

状態・状況

接合部　Ⅱ

－

３階

　

0.64

－

山梨県

－

２階（短辺）

2m

　

1m未満

－

３階建ての２階

0.64xZ 0.64xK2xZ

軽い建物

Ｋ1 Ｋ2

－

　

短辺割増係数

３階（短辺）

１階（短辺） 5.460

ＴＥＬ 055-000-0000

状況
ｺﾒﾝﾄ

軟弱地盤割増

異種構造割増

多雪区域積雪割増

0.40

　

木造住宅の耐震診断・補強計画

基礎　Ⅲ

Ｒｆ１

0.40xK6xZ

床仕様

耐震診断14

120.07

所在

　

無し

２階

階数/異種階

　

日本瓦葺き モルタル塗り

仕様Ｂ
（補強）

12

階建て

３階

※診断・補強に関わらず、採用仕様が一種類の場合には、以降の低減係数一覧表も表示上の都合から、仕様Ａ・仕様Ｂとも同仕様を指定する事。

無し

－

仕様Ａ
（既存）

柱頭柱脚の
接合部仕様

1.49

Ｋ3

※Ｒｆ１は1Ｆと2Ｆとの面積比、Ｒｆ２は2Ｆと3Ｆとの面積比

Ｋ5

1.22xK4xK5xZ

公庫図書の有無

ひび割れのある鉄筋コンクリートの布基礎叉はベタ基礎
無筋コンクリートの布基礎、柱脚に足固めを設けた玉石基礎

柱耐力Ｑｃ＝Σ(垂れ壁、垂れ壁+腰壁)

採用

いずれかの階の短辺幅が6.0ｍ未満の場合は、その階
を除く、下の全ての階の必要耐力に割増係数を乗じた
値とする。ただし、複数階の短辺幅の長さが6.0ｍ未満の
場合は、割増係数の大きい方を用いるものとする。

1.0

　

接合部　Ⅲ

診断計算用床面積

上下階面積比

採用

2025

軽い建物

平屋建て

□◇△×

7

保有耐力[その他の耐震要素Ｑｅ]の取扱い

85.29

□◇建築設計事務所

－異種構造種

受講番号
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・「建物所有者」「建物所在地」
・・・・　別シート報告書表紙からのデータリンク

・「診断時管理番号」
・・・・　各市町村での無料診断報告書番号を記入。

・「竣工年」
・・・・　年号選択、年数記入。西暦は入力値から自動表記。築後年数も作成日付から自動表記。

・「増築年」「改築年」
・・・・　年号選択、年数記入。内容の状況コメントは表記解読可能な文字数の範囲で簡潔に記載。

・「作成日付」
・・・・　年号選択、年数記入。西暦は入力値から自動表記。

・「診断/補強」の指定
・・・・　診断項の＊印の表記有無で、診断診断および補強計画　の指定を行う。

・「業務実施者情報」
・・・・　有資格種類および他の受講番号の項は記入。その他は、別シート報告書表紙からのデータリンク。

・「建物規模・構造概要」
・・・・　主たる仕上げの表記、基準法上の各階床面積、異種構造の有無　について記載。

　　　　入力値より延べ床面積、建物階数は自動表記。異種構造が有る場合には、当該階の種別表示も必要。

・「設計図書等の有無」
・・・・　存在する図面の有無の表記。および公庫関係図書、公庫検査済書の有無の表記。

　　　　公庫物件で増改築が無く、公庫図書・検査済書が存在の場合、現地調査結果へ図書内容反映可能。

・「その他の必要耐力」
・・・・　構法別に（方法１：有開口壁耐力）あるいは（方法２：独立柱耐力）により開口部の耐力を評価する。

　　　　なお、方法１の有開口壁耐力は、有開口壁長による算定、または、無開口壁率による算定　の二種類

　　　　あるが本シートでは有開口壁長による耐力を採用する。　　　採用＊印は自動表記。

・「各種部位仕様条件」　・・・・　耐震診断時および補強計画時、いずれの場合も二種類の仕様の選択可。

（基礎形式）

・・・・　調査結果からの基礎形式について、既存時および補強時ともに該当するものを二種類を選択可。

　　　　なお、採用仕様Ａ・Ｂの表示については、低減係数一覧表の表示上の対応として、未使用であっても

　　　　採用仕様と同じものを表示の事。

（柱頭柱脚接合部仕様）

・・・・　調査結果からの既存接合状態および現行法規定に対応の補強接合状況、について選択する。

　　　　診断対象となる昭和56年5月以前に着工物件の接合状態は「ほぞ差し、釘打ち、ｶｽｶﾞｲ等」が主なので

　　　　既存については「接合部Ⅳ」を推奨する。補強部については現行法仕様である「接合部Ⅰ」とする。

（床仕様）

・・・・　偏心率の際の平均床倍率算出して評価するので、此処では対応コメント表示のみ。入力等は不要。

・「必要耐力算出方法」の選択
・・・・　一般診断ではあるが、建物の実状に沿った必要耐力算定のための、方法の選択を行う。

　　　（精算法①）・・・必要耐力表による方法。各階別に建物重さ評価は不可、建物全体として一種類を採用。

　　　（精算法②）・・・施行令に準じて求める方法。各階毎に、各仕上げ・各仕様に応じた対応が可能。

・「精算法①」の場合の各種条件
（床面当りの必要耐力）

・・・・　調査結果に応じて建物タイプを「軽い建物」・「重い建物」・「非常に重い建物」の中から選択。

　　　　なお、此処での各階床面積は診断重量評価用であり、以降での入力床面積結果からのデータリンク。

（地域係数）

・・・・　基準法に定められる山梨県の係数　1.00　を選択。

（軟弱地盤割増）

・・・・　当該地盤、近隣地盤のデータ等から割増の有無の判断を行う。状況コメントも簡潔に記載。

（短辺割増係数）

・・・・　平面寸法に対する壁重量の多さを考慮するため、平面での短辺方向の寸法を記入。

（異種構造割増）

・・・・　有る場合は、1.20を基本する。異種構造の種類によっての割増も1.20～2.00の範囲で指定可能。

（多雪区域積雪割増）

・・・・　極端な標高の高い場所を除き、山梨県内の一般地域では多雪地域の考慮はいらない。

①－１建物概要・一般事項・各諸条件
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・「精算法②」の場合の各種条件
（基準データ　および　基準データ諸条件）

・・・・　本指針での必要耐力算出用の建物仕様に応じた簡易重量表。基本的に、変更不可扱いとする。

　　　　なお、基準データ仕様内訳に沿って、各階毎に使い分けが可能。精算法②では建物タイプは目安扱い。

（多雪区域積雪考慮）

・・・・　屋根勾配・積雪量・単位重量による屋根面への考慮が可能。

　　　　なお、山梨県内の一般地域では多雪地域の考慮はいらない。通常では、考慮なし、と指定。

（軟弱地盤割増）

・・・・　精算法①において指定した内容からのデータリンク。追加指定は不要。

（短辺割増係数）

・・・・　精算法①において指定した内容からのデータリンク。追加指定は不要。

（建物データ）

①階数・異種構造

・・・・　建物規模・構造概要において指定した内容からのデータリンク。追加指定は不要。

②階高　・・・・住宅の際、「精算法①」を採用する場合には、基準データと同じ数値とする事

・・・・　住宅用建物の場合には、基準データ条件の階高　2.80ｍ　を調査結果に関わらず採用しても良い。

　　　　なお、用途が非住宅の場合には、基本として調査結果に応じた階高の入力が必要。

　　　　階高の入力は該当階について入力。最高階高は「階高＋屋根勾配追加高さ」値を入力の事。

③庇の出補正係数　・・・・住宅の際、「精算法①」を採用する場合には、基準データと同じ数値とする事

・・・・　調査結果からの庇の出により、階毎に右欄外一覧表数値からﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ選択の事。

　　　　（赤数値は基準値ゆえ変更不可。黒数値は指定値ゆえ変更不可。青数値は適時入力可。）

④短辺割増・・・各階毎平面寸法に対する外壁/内壁の増加率考慮

・・・・　平面の短辺による壁重量増加影響を短辺割増係数として各階毎で考慮。自動計算ゆえ入力指定は不要。

⑤外壁の開口率　・・・・住宅の際、「精算法①」を採用する場合には、基準データと同じ数値とする事

・・・・　調査結果からの階毎の外壁面に対する存在開口面積から開口率を算定し、右欄外一覧表へ記載

　　　　のうえ、階毎に適時ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ選択の事。（赤数値は基準値ゆえ変更不可。青数値は適時入力可。）

⑥外壁高さ比および内壁高さ比

・・・・　入力階高から基準階高に対する増減率の算定。自動計算ゆえ入力指定は不要。

⑦内壁存在率　・・・・住宅の際、「精算法①」を採用する場合には、基準データと同じ数値とする事

・・・・　調査結果からの階毎の外壁総長さに対する、当該階に存在する開口部を含む間仕切り壁長の比率

　　　　を算定し、階毎に右欄外一覧表へ記載のうえ、各階毎に適時ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ選択の事。

　　　　（赤数値は基準値ゆえ変更不可。青数値は適時入力可。）

⑧内壁開口率　・・・・住宅の際、「精算法①」を採用する場合には、基準データと同じ数値とする事

・・・・　調査結果からの階毎の間仕切り壁面に対する存在開口面積から開口率を算定し、右欄外一覧表へ

　　　　記載のうえ、階毎に適時ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ選択の事。（赤数値は基準値ゆえ変更不可。青数値は適時入力可。）

⑨屋根補正・外壁補正・内壁補正

・・・・　②～⑧での入力指定による基準諸条件に対する補正比の算定。自動計算ゆえ入力指定は不要。

⑩多雪地域Ｓ

・・・・　多雪区域積雪考慮において、考慮しない、の場合には「0」表示。考慮する場合には、診断者考慮条件

　　　　に沿って自動計算ゆえ入力は不要であり、採用データの採用屋根項へ加算される。

（採用データ）

・・・・　調査結果から各階の屋根・外壁・内壁について、上段表示の基準データでの仕様内容から各部位毎に

　　　　簡易重量をﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ選択の事。なお、別途算出均し重量を採用する場合には右欄外一覧表へ記載の事。

　　　　（赤数値は基準値ゆえ変更不可。青数値は適時入力可。）・・・精算法②では建物タイプを指定はない。

　　　　床（床梁等）、積載（施行令地震用荷重）についても同様。用途に応じて採用荷重はﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ選択の事。

（必要耐力）

・・・・　各階床面積は診断重量評価用であり、以降での入力床面積結果からのデータリンク。

　　　　採用データでの簡易重量および評価用床面積により、必要耐力、その他について自動計算する。

　　　　なお、混構造の場合には非木造に該当する階へ、別途算定した異種構造重量を直接入力が必要。

　　　　また、「ＵｘＣo」項は一般建物では耐震等級１考慮の 1.00 で良い。所有者要望等による耐震等級を考慮

　　　　する場合には、「1.00、1.25、1.50、任意入力値」からのﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ選択の事。

①－２建物概要・一般事項・各諸条件
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・このシートの独立柱耐力の一覧表は、2012年改訂版での提示添付なので、訂正等はできません。

　なお、各工法の表記および基準耐力の数値などは、基準書から自己確認をすることは忘れないでください。

工法と壁基準耐力　一覧表（１） ②－１
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・このシートの壁基準耐力一覧表の白セル欄は自由なので、訂正・追記など使用者の判断で登録使用の事。

・例として、ﾒｰｶｰ製品（ｲｰﾒﾀﾙ仕口ﾀﾞﾝﾊﾟｰ）の使用の場合の追加登録は記載しておきました。

　接合部低減の評価のため、設置基数、仕様部長さに応じて単位長さ当たりの壁基準耐力への変換登録です。

　また、他の耐震要素と重ね使用の場合はﾀﾞﾝﾊﾟｰ変換耐力と他の要素耐力との合算ﾃﾞｰﾀ追加も必要となります。

・それ以外に一覧にはない状況に応じての壁基準耐力の追加例の記載も載せてあります。

　（ａ）一部２階建ての建物で、２階外壁のうち１階屋根が接続する面について外仕上げの施工高さ低減考慮。

　（ｂ）浴室周り腰壁ＣＢの場合の、当該部壁の施工高さ低減考慮。

※これらの対応説明は、同シートメニュー内の「補強計画のポイントと注意点」にもありますので御確認下さい。

・2012年版では削除された2004年版にあるボード類も使用可能なので、記載しました。　（壁仕様番号　73～79）

・必要耐力を精算法②により算定する必要がある非住宅、桁高さの高い住宅などの場合における筋違いについては、

　低減の有無結果に関わらず、高さ低減係数の考慮が必要となるため、此処での登録・使用が必要です。

　（壁仕様番号　82～98）・・・80、81 は欠番扱い

工法と壁基準耐力　一覧表（２） ②－２
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・このシートの独立柱耐力の一覧表は、2012年改訂版での提示添付なので、訂正等はできません。

　なお、各工法の表記および基準耐力の数値などは、基準書から自己確認をすることは忘れないでください。

・このシートの独立柱耐力は、「方法２」伝統工法などの様な開口部の多いタイプについて使用します。

　よって、「方法１」在来軸組構法の場合は使用しないので添付は不要です。

工法と独立柱耐力　一覧表（１） ②－３
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・このシートの独立柱耐力の一覧表は、2012年改訂版での提示添付なので、訂正等はできません。

　なお、各工法の表記および基準耐力の数値などは、基準書から自己確認をすることは忘れないでください。

・このシートの独立柱耐力は、「方法２」伝統工法などの様な開口部の多いタイプについて使用します。

　よって、「方法１」在来軸組構法の場合は使用しないので添付は不要です。

工法と独立柱耐力　一覧表（２） ②－４
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・このシートの独立柱耐力の一覧表は、2012年改訂版での提示添付なので、訂正等はできません。

　なお、各工法の表記および基準耐力の数値などは、基準書から自己確認をすることは忘れないでください。

・このシートの独立柱耐力は、「方法２」伝統工法などの様な開口部の多いタイプについて使用します。

　よって、「方法１」在来軸組構法の場合は使用しないので添付は不要です。

工法と独立柱耐力　一覧表（３） ②－５
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・このシートの接合部種類による耐力低減係数は、2012年改訂版での提示添付なので、訂正等はできません。

　なお、表記している耐力低減係数の数値などは、基準書から自己確認をすることは忘れないでください。

・採用する耐力低減係数は、各部位諸条件での指定の「接合部仕様」「基礎形式」から４種類の壁基準耐力数値

　毎に選択し、表の下段へ表記する。その選択低減値も、基準書から自己確認をすることは忘れないでください。

【２階建て】壁端柱の柱頭・柱脚接合部の
種類による耐力低減係数 Ｋｊ の算定（１）

③－１
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・このシートの接合部種類による耐力低減係数は、2012年改訂版での提示添付なので、訂正等はできません。

　なお、表記している耐力低減係数の数値などは、基準書から自己確認をすることは忘れないでください。

・採用する耐力低減係数は、各部位諸条件での指定の「接合部仕様」「基礎形式」から４種類の壁基準耐力数値

　毎に選択し、表の下段へ表記する。その選択低減値も、基準書から自己確認をすることは忘れないでください。

【２階建て】壁端柱の柱頭・柱脚接合部の
種類による耐力低減係数 Ｋｊ の算定（２）

③－２
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・耐力壁の登録の際は、該当階に対応するシートへ登録記入することに注意してください。

・既存建物の調査結果から、仕上げの工法の組合せに応じて、壁符号を診断者が決定記入し作成します。

　なお、補強により工法の組合せが変わる場合は、新たな壁符号による追加登録などが必要となります。

・既存仕上げ、補強仕上げに関わらず同じ箇所の壁は組合せによる「一つの壁符号」として登録します。

　補強による工法のみ別登録して、壁配置で合計する考えはＮＧですから間違えないようにしてください。

・耐力壁の組合せは、表の上の略添付図のように、柱梁軸組部の工法、軸組側面への直付け工法に限ります。

　軸組側面への直付けとは、柱材・横架材の側面へ釘等により耐力要素が直接取付けられている場合を指します。

　例えば、既存の木ズリの状態が良いので残して、その上面へ構造用合板等を補強のため取り付けた場合、側面

　直付けとして有効なのは「既存の木ズリ」のみとなりますので、間違えないようにしてください。

・耐力壁登録は壁符号を決定記入後、最大三つのプルダウン選択（三段）から耐力壁を構成し登録してください。

　プルダウン選択は数値により登録済みの該当工法を探します。参考に、右側欄外へ一覧表も添えてあります。

・基準書から、一つの耐力壁の合計基準耐力の上限は、10ｋＮ/mとします。

　シートでは先ず合計値を自動表記し、その結果が10ｋＮ/mを上回る場合には、有効基準耐力「10」となります。

・低減係数Ｋｊは基準書から、壁基準耐力が1.0ｋＮ/m未満の場合は1.0、壁基準耐力が2.0ｋＮ/m未満の場合は

　2.0ｋN/mの数値、壁基準耐力が7.0ｋＮ/mを超える場合は7.0ｋN/mの数値を採用する事とし、壁基準耐力が

　表に掲げた数値の中間の場合は、区間の上下数値から直線補間して自動算出し表記する。

　なお、算出表記する耐力低減係数Ｋｊの数値は、基準書から自己確認をすることは忘れないでください。

・低減係数Ｋｊは、診断時および補強時に関わらず仕様Ａ・仕様Ｂの二種類のうちから何れかを選択できます。

　本シート制限から既存部は仕様Ａ、補強部は仕様Ｂ　等と区分けして使用したほうが判り易いと思います。

　診断時および補強時での採用低減係数の組合せは、仕様Ｂ低減係数欄での指定により４通り考慮が可能です。

　　①仕様Ｂ低減係数欄にて、「なし」指定の場合は、「仕様Ａ（基礎）＋仕様Ａ（接合）」採用となります。

　　②仕様Ｂ低減係数欄にて、「接合」指定の場合は、「仕様Ａ（基礎）＋仕様Ｂ（接合）」採用となります。

　　③仕様Ｂ低減係数欄にて、「基礎」指定の場合は、「仕様Ｂ（基礎）＋仕様Ａ（接合）」採用となります。

　　④仕様Ｂ低減係数欄にて、「接合+基礎」指定の場合は、「仕様Ｂ（基礎）＋仕様Ｂ（接合）」採用となります。

・上記より補強時の低減係数は、「接合部補強」、「基礎補強」、「接合部補強＋基礎補強」の３種類が可能です。

　各補強による低減係数採用の場合の注意点を下記に載せますので参考としてください。

※「接合部補強」の採用条件は、耐力壁周りの柱頭柱脚接合金物が現行法に沿っている事が必要です。

　確認方法としては壁倍率へ読替の後にＮ値等で金物選定を行う事で確認できます。補強材に関わらず既存の

　耐力壁についても金物確認の結果と現状の接合部仕様が同じならば現行法と見なせます。

※「基礎補強」の採用条件は、基礎形式の改善を補強設計・改修工事として採用している事が必要です。

　調査結果の状況から基礎形式の選定を行い、補強設計・改修工事などにより選定した基礎形式が改善できる

　場合は、工事範囲の耐力壁に限り診断者の判断にて、基礎補強の効果を低減係数で考慮することが可能です。

　なお、基礎形式で鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎へ増打ち工事などで改善する場合は、連続梁として浮上り抵抗が可能な

　柱数本の長い範囲の場合にのみ有効と考えてください。柱間の単ｽﾊﾟﾝ・２ｽﾊﾟﾝ程度では連続梁としての有効性

　に限度があります。少なくとも当該基礎面の全域程度の改修工事の場合で有効と理解してください。

※上記は共通として建物耐力のうち、無開口壁耐力に関わる事項についての記載です。

【２階建て】耐力壁（耐力要素）の登録（１） ④－１
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・耐力壁の登録の際は、該当階に対応するシートへ登録記入することに注意してください。

・無開口壁耐力に関わる入力等の部分は、前頁の内容を確認してください。

・建物耐力のうち前述の無開口耐力壁以外の「その他の要素」に関わる、符号を診断者が決定記入し作成します。

・「その他の要素」では無開口耐力壁で必要な低減係数Ｋｊの考慮は不要なので、一律1.00として算定します。

※在来軸組構法「方法１」の場合は、開口率に関わらず有開口形式（掃出開口・窓型開口）２種類を登録済み。

　符号の表記は「掃出開口」「窓型開口」としてますが、診断者が適時訂正し使用して構いません。

※伝統的構法「方法２」の場合は、開口部に位置する独立柱について、規定条件に合った登録材から選択します。

　符号の表記は柱材なので「2ｃ1」「1ｃ1」などＣ符号使用ですが、診断者が適時訂正して登録して構いません。

　独立柱の規定条件は、まず右記の２タイプに分ける。　・・・（垂れ壁付き独立柱）（腰壁・垂れ壁付き独立柱）

　更にタイプ毎、接続する垂れ壁や腰壁の負担幅Ｌｅの条件から分ける。　・・・（Ｌｅ=1.20m未満）（Ｌｅ=1.20m以上）

　上記の４タイプ毎、接続する垂れ壁や腰壁の基準耐力および柱小径の組合せから柱１本当りの耐力を選択する。

※上記は共通として建物耐力のうち、無開口壁耐力以外の「その他の要素」に関わる事項についての記載です。

【２階建て】耐力壁（耐力要素）の登録（２） ④－２
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・耐力壁の登録の際は、該当階に対応するシートへ登録記入することに注意してください。

・既存建物の調査結果から、仕上げの工法の組合せに応じて、壁符号を診断者が決定記入し作成します。

　なお、補強により工法の組合せが変わる場合は、新たな壁符号による追加登録などが必要となります。

・既存仕上げ、補強仕上げに関わらず同じ箇所の壁は組合せによる「一つの壁符号」として登録します。

　補強による工法のみ別登録して、壁配置で合計する考えはＮＧですから間違えないようにしてください。

・耐力壁の組合せは、表の上の略添付図のように、柱梁軸組部の工法、軸組側面への直付け工法に限ります。

　軸組側面への直付けとは、柱材・横架材の側面へ釘等により耐力要素が直接取付けられている場合を指します。

　例えば、既存の木ズリの状態が良いので残して、その上面へ構造用合板等を補強のため取り付けた場合、側面

　直付けとして有効なのは「既存の木ズリ」のみとなりますので、間違えないようにしてください。

・耐力壁登録は壁符号を決定記入後、最大三つのプルダウン選択（三段）から耐力壁を構成し登録してください。

　プルダウン選択は数値により登録済みの該当工法を探します。参考に、右側欄外へ一覧表も添えてあります。

・基準書から、一つの耐力壁の合計基準耐力の上限は、10ｋＮ/mとします。

　シートでは先ず合計値を自動表記し、その結果が10ｋＮ/mを上回る場合には、有効基準耐力「10」となります。

・低減係数Ｋｊは基準書から、壁基準耐力が1.0ｋＮ/m未満の場合は1.0、壁基準耐力が2.0ｋＮ/m未満の場合は

　2.0ｋN/mの数値、壁基準耐力が7.0ｋＮ/mを超える場合は7.0ｋN/mの数値を採用する事とし、壁基準耐力が

　表に掲げた数値の中間の場合は、区間の上下数値から直線補間して自動算出し表記する。

　なお、算出表記する耐力低減係数Ｋｊの数値は、基準書から自己確認をすることは忘れないでください。

・低減係数Ｋｊは、診断時および補強時に関わらず仕様Ａ・仕様Ｂの二種類のうちから何れかを選択できます。

　本シート制限から既存部は仕様Ａ、補強部は仕様Ｂ　等と区分けして使用したほうが判り易いと思います。

　診断時および補強時での採用低減係数の組合せは、仕様Ｂ低減係数欄での指定により４通り考慮が可能です。

　　①仕様Ｂ低減係数欄にて、「なし」指定の場合は、「仕様Ａ（基礎）＋仕様Ａ（接合）」採用となります。

　　②仕様Ｂ低減係数欄にて、「接合」指定の場合は、「仕様Ａ（基礎）＋仕様Ｂ（接合）」採用となります。

　　③仕様Ｂ低減係数欄にて、「基礎」指定の場合は、「仕様Ｂ（基礎）＋仕様Ａ（接合）」採用となります。

　　④仕様Ｂ低減係数欄にて、「接合+基礎」指定の場合は、「仕様Ｂ（基礎）＋仕様Ｂ（接合）」採用となります。

・上記より補強時の低減係数は、「接合部補強」、「基礎補強」、「接合部補強＋基礎補強」の３種類が可能です。

　各補強による低減係数採用の場合の注意点を下記に載せますので参考としてください。

※「接合部補強」の採用条件は、耐力壁周りの柱頭柱脚接合金物が現行法に沿っている事が必要です。

　確認方法としては壁倍率へ読替の後にＮ値等で金物選定を行う事で確認できます。補強材に関わらず既存の

　耐力壁についても金物確認の結果と現状の接合部仕様が同じならば現行法と見なせます。

※「基礎補強」の採用条件は、基礎形式の改善を補強設計・改修工事として採用している事が必要です。

　調査結果の状況から基礎形式の選定を行い、補強設計・改修工事などにより選定した基礎形式が改善できる

　場合は、工事範囲の耐力壁に限り診断者の判断にて、基礎補強の効果を低減係数で考慮することが可能です。

　なお、基礎形式で鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎へ増打ち工事などで改善する場合は、連続梁として浮上り抵抗が可能な

　柱数本の長い範囲の場合にのみ有効と考えてください。柱間の単ｽﾊﾟﾝ・２ｽﾊﾟﾝ程度では連続梁としての有効性

　に限度があります。少なくとも当該基礎面の全域程度の改修工事の場合で有効と理解してください。

※上記は共通として建物耐力のうち、無開口壁耐力に関わる事項についての記載です。

④－３【２階建て】耐力壁（耐力要素）の登録（３）
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・耐力壁の登録の際は、該当階に対応するシートへ登録記入することに注意してください。

・無開口壁耐力に関わる入力等の部分は、前頁の内容を確認してください。

・建物耐力のうち前述の無開口耐力壁以外の「その他の要素」に関わる、符号を診断者が決定記入し作成します。

・「その他の要素」では無開口耐力壁で必要な低減係数Ｋｊの考慮は不要なので、一律1.00として算定します。

・在来軸組構法「方法１」の場合は、開口率に関わらず有開口形式（掃出開口・窓型開口）２種類を登録済み。

　符号の表記は「掃出開口」「窓型開口」としてますが、診断者が適時訂正し使用して構いません。

・伝統的構法「方法２」の場合は、開口部に位置する独立柱について、規定条件に合った登録材から選択します。

　符号の表記は柱材なので「2ｃ1」「1ｃ1」などＣ符号使用ですが、診断者が適時訂正して登録して構いません。

　独立柱の規定条件は、まず右記の２タイプに分ける。　・・・（垂れ壁付き独立柱）（腰壁・垂れ壁付き独立柱）

　更にタイプ毎、接続する垂れ壁や腰壁の負担幅Ｌｅの条件から分ける。　・・・（Ｌｅ=1.20m未満）（Ｌｅ=1.20m以上）

　上記の４タイプ毎、接続する垂れ壁や腰壁の基準耐力および柱小径の組合せから柱１本当りの耐力を選択する。

※上記は共通として建物耐力のうち、無開口壁耐力以外の「その他の要素」に関わる事項についての記載です。

④－４【２階建て】耐力壁（耐力要素）の登録（４）
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・診断用床面積の際は、該当階に対応するシートへ記入することに注意してください。

・重心算定用簡易重量表は、概要シート①-1 での選択された建物のタイプによるので、此処での指定は不要です。

　なお、「精算法②」採用の場合では、簡易重量表値に対する増減考慮の割増係数を示す。指定等は不要です。

・偏心率算定以外に、補強計画上でゾーン（中央部、両端部）毎に充足率を算定し、耐力不足・配置バランスの

　確認のため、４分割ゾーンの指定を行う。

　４分割範囲の両方向の外壁位置を、原点からの距離を指定し、中央部と両端部の範囲を算定する。

・添付の略図を参考に、各階共通の原点を定め、階毎に平面を任意矩形分割し、重量考慮対象の範囲を指定する。

　なお、斜め外壁面の存在で分割上で直角三角形が生じる場合は、三角形の重心（図心）とのズレが極力少なく

　なる配慮をした置換矩形として配置入力する事。

・階毎の平面の任意矩形分割は、偏心率と床仕様による配置低減に必要な「平均床倍率」の算定に配慮し、調査

　による四隅に火打ち材のある範囲、同様な仕様の想定範囲などによる分割入力をお願いします。

※最上階の水平構面の対象は「屋根面」を構成する仕様からの組合せ種類となります。よって、一般階と比べ数

　は少なく想像できるが、床面や下階屋根面が混在する一般階の水平構面は多くの仕様が存在する事になります。

　平均床倍率を算出するうえで、同一の仕様毎の矩形平面入力が必要になる事から、単純に矩形ではなく床仕様

　毎の範囲の矩形分割で入力する事が必要となります。

※水平構面の仕様は基準書、あるいは本シートの⑦－１添付の一覧表で確認する事。

・矩形入力（ａ、ｂ）横の増減率は、当該部分の重みの評価を診断者が見込みで考慮する項目です。

　一般的には単位面積当たりの重心算定用簡易重量表の数値により評価するので、増減率は1.00ですが、重い

　仕上げ部（コンクリート打設のベランダ部など）は木造の重量との比較勘案から割増は必要です。また、屋根面

　での庇の出が一般寸法より大きな場合も割増考慮は必要と思います。逆に、対象建物に接続する軽量のテラス

　や簡易な下屋などは、対象建物への影響を考慮し適時低減することも必要です。

※上記の増減率の考慮は診断者が判断する部分ですが、平面的な配置バランス確認の偏心率を算定する意味

　から、一概に大きめ（重め）に入力する事が正解とは言えないので、当該部毎にその重みの勘案は大事な事で

　すから配慮が必要な事を忘れないでください。

・下段の「追1～追4」は、対象建物外周面に接続している部位に関して、重量のみ考慮が必要との診断者の判断に

　より、配置および増加率など適時入力のための使用欄です。

　・・・・重量のみ考慮が必要であり、水平構面には含めない、含むべきではない部位について追加考慮の事。

※上記の入力から、両方向の重心の計算が自動計算され、結果が表示される。

※上記の入力から、診断用の全体の床面積および各領域の床面積は自動計算され、結果が表示される。

【２階建て】２階　全体/領域の診断用床面積 ⑤－１
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・診断用床面積の際は、該当階に対応するシートへ記入することに注意してください。

・重心算定用簡易重量表は、概要シート①-1 での選択された建物のタイプによるので、此処での指定は不要です。

　なお、「精算法②」採用の場合では、簡易重量表値に対する増減考慮の割増係数を示す。指定等は不要です。

・偏心率算定以外に、補強計画上でゾーン（中央部、両端部）毎に充足率を算定し、耐力不足・配置バランスの

　確認のため、４分割ゾーンの指定を行う。

　４分割範囲の両方向の外壁位置を、原点からの距離を指定し、中央部と両端部の範囲を算定する。

・添付の略図を参考に、各階共通の原点を定め、階毎に平面を任意矩形分割し、重量考慮対象の範囲を指定する。

　なお、斜め外壁面の存在で分割上で直角三角形が生じる場合は、三角形の重心（図心）とのズレが極力少なく

　なる配慮をした置換矩形として配置入力する事。

・階毎の平面の任意矩形分割は、偏心率と床仕様による配置低減に必要な「平均床倍率」の算定に配慮し、調査

　による四隅に火打ち材のある範囲、同様な仕様の想定範囲などによる分割入力をお願いします。

※最上階の水平構面の対象は「屋根面」を構成する仕様からの組合せ種類となります。よって、一般階と比べ数

　は少なく想像できるが、床面や下階屋根面が混在する一般階の水平構面は多くの仕様が存在する事になります。

　平均床倍率を算出するうえで、同一の仕様毎の矩形平面入力が必要になる事から、単純に矩形ではなく床仕様

　毎の範囲の矩形分割で入力する事が必要となります。

※水平構面の仕様は基準書、あるいは本シートの⑦－１添付の一覧表で確認する事。

・矩形入力（ａ、ｂ）横の増減率は、当該部分の重みの評価を診断者が見込みで考慮する項目です。

　一般的には単位面積当たりの重心算定用簡易重量表の数値により評価するので、増減率は1.00ですが、重い

　仕上げ部（コンクリート打設のベランダ部など）は木造の重量との比較勘案から割増は必要です。また、屋根面

　での庇の出が一般寸法より大きな場合も割増考慮は必要と思います。逆に、対象建物に接続する軽量のテラス

　や簡易な下屋などは、対象建物への影響を考慮し適時低減することも必要です。

※上記の増減率の考慮は診断者が判断する部分ですが、平面的な配置バランス確認の偏心率を算定する意味

　から、一概に大きめ（重め）に入力する事が正解とは言えないので、当該部毎にその重みの勘案は大事な事で

　すから配慮が必要な事を忘れないでください。

・下段の「追1～追4」は、対象建物外周面に接続している部位に関して、重量のみ考慮が必要との診断者の判断に

　より、配置および増加率など適時入力のための使用欄です。

　・・・・重量のみ考慮が必要であり、水平構面には含めない、含むべきではない部位について追加考慮の事。

※上記の入力から、両方向の重心の計算が自動計算され、結果が表示される。

※上記の入力から、診断用の全体の床面積および各領域の床面積は自動計算され、結果が表示される。

【２階建て】１階　全体/領域の診断用床面積 ⑤－２

一般診断（精算法）シート使用説明書v10.0　　Ｐ－40



！？　注意　？！
【耐震診断技術者】による診断ではありません

木造住宅の一般診断法シート　Ver_5.20
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・各階の壁配置の際は、該当階および該当方向に対応するシートへ記入することに注意してください。

・配置するＸ方向の壁に対して、原点からの直交方向距離を指定して壁配置を行う。

　配置する柱および壁符号は耐力壁登録のデータから、プルダウンにより所定の柱および壁を選択配置する。

　選択した柱および壁に対応する基準耐力は、低減係数を考慮した数値が連動表示するので直接入力は不可。

　なお、一段の距離欄へは２つの耐力壁の配置が可能であり、「既存耐力壁」・「補強耐力壁又は既存耐力壁」

　の縦欄表記となっているが、既存・補強にとらわれず同一段の距離欄へ登録しても問題は無い。

・原点からの同一の距離にある同符号の壁長は、壁毎入力あるいは合計入力でも問題なく、同様に独立柱での

　同符号の柱本数も柱毎入力あるいは合計入力でも構わない。

・在来軸組構法（方法１）で使用する有開口耐力については、下記の事に注意して配置入力を行う事。

　ａ）柱を挟んで連続している開口部長さは合計し、単独の開口部長さの場合も含め長さの上限は3.0mとする。

　ｂ）柱を挟んで連続している開口形式が異なる場合は、耐力数値の小さな「掃出開口」で合計採用する。

　ｃ）間仕切り壁の開口については、垂れ壁が桁梁まで達している事が確認できた場合を除き「無効」とする事。

・中央部および端部の充足率に関わる事から、４分割線上に位置する壁要素の取り扱いは、診断者が選択する。

　取り扱い方法は用意した４ケースの中から選択する。充足率による配置バランスや各領域の存在耐力の確認

　の意味から、(1/2)振分あるいは領域面積比振分の選択が望ましい。

※上記の入力から、Ｙ方向の剛心の計算が自動計算され、結果が表示される。

【２階建て】２階Ｘ方向　全体の壁配置 ⑥－１
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

※前頁の入力から、Ｘ方向の各領域の振分耐力が自動計算され、結果が表示される。入力指定は不要。

⑥－２【２階建て】２階Ｘ方向　領域毎の壁配置
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！？　注意　？！
【耐震診断技術者】による診断ではありません

木造住宅の一般診断法シート　Ver_5.20

m m m

m m m

0

24

25 0 0

0

23 0

0

21 0 0

7.20
剛心 Ｓｘ＝

32.76
＝ 4.5500 ⇒

Ｙ方向　耐震要素の耐力の合計　２Ｑuｙ＝ 7.20 32.76 95.40

30 0 0

4.55 ｍ

29 0 0

28 0 0

27 0 0

26 0 0

20 0 0

19 0 0

22 0 0

18 0 0

0

13 0 0

12 0 0

17 0 0

16 0 0

15 0 0

※原点からの外壁端寸法指定 2.730 7.280 1.138

0 0

10 0 0

9 0 0

8.190

0

0

8.190 3.60 29.48 -3.64

窓型開口 0 1.820

基準耐力Fw 材長 Ｌｙ2
ΣFw･Ｌｙi
壁耐力①

①・ｘj Ｓｘ-ｘi Ｋｙ
壁符号 基準耐力Fw 材長 Ｌｙ1 壁符号

6.3704 2ｗ5 0 3.640

1.820 3.640

0 0

7 0 0

6

0.910

４分割範囲指定 0.910

14 0

0.910 3.60 3.28 3.64 47.701 2ｗ4 1.32 2.730 0

47.705 2ｗ4 1.32 2.730 0

8

0

8.190 1.820

No
既存耐力壁　（補強耐力壁） 補強耐力壁　（既存耐力壁）

距離 ｘj

Ｙ方向壁

3 2ｗ5 0 1.820

11

2 窓型開口 0 1.820

2補3 0

木造住宅の耐震診断・補強計画 【２階建て】２階Ｙ方向　全体の壁配置 ⑥－３

２階建て ２階
Lｘ（イ）端＝

Ｌｙ（ｂ）端＝

Lｘ（ロ）端＝

Ｌｙ（ａ）端＝

Lｘ（1/4）長＝

Lｙ（1/4）長＝
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・各階の壁配置の際は、該当階および該当方向に対応するシートへ記入することに注意してください。

・配置するＸ方向の壁に対して、原点からの直交方向距離を指定して壁配置を行う。

　配置する柱および壁符号は耐力壁登録のデータから、プルダウンにより所定の柱および壁を選択配置する。

　選択した柱および壁に対応する基準耐力は、低減係数を考慮した数値が連動表示するので直接入力は不可。

　なお、一段の距離欄へは２つの耐力壁の配置が可能であり、「既存耐力壁」・「補強耐力壁又は既存耐力壁」

　の縦欄表記となっているが、既存・補強にとらわれず同一段の距離欄へ登録しても問題は無い。

・原点からの同一の距離にある同符号の壁長は、壁毎入力あるいは合計入力でも問題なく、同様に独立柱での

　同符号の柱本数も柱毎入力あるいは合計入力でも構わない。

・在来軸組構法（方法１）で使用する有開口耐力については、下記の事に注意して配置入力を行う事。

　ａ）柱を挟んで連続している開口部長さは合計し、単独の開口部長さの場合も含め長さの上限は3.0mとする。

　ｂ）柱を挟んで連続している開口形式が異なる場合は、耐力数値の小さな「掃出開口」で合計採用する。

　ｃ）間仕切り壁の開口については、垂れ壁が桁梁まで達している事が確認できた場合を除き「無効」とする事。

・中央部および端部の充足率に関わる事から、４分割線上に位置する壁要素の取り扱いは、診断者が選択する。

　取り扱い方法は用意した４ケースの中から選択する。充足率による配置バランスや各領域の存在耐力の確認

　の意味から、(1/2)振分あるいは領域面積比振分の選択が望ましい。

※上記の入力から、Ｙ方向の剛心の計算が自動計算され、結果が表示される。

【２階建て】２階Y方向　全体の壁配置 ⑥－３
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

※前頁の入力から、Ｙ方向の各領域の振分耐力が自動計算され、結果が表示される。入力指定は不要。

【２階建て】２階Ｙ方向　領域毎の壁配置 ⑥－４
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！？　注意　？！
【耐震診断技術者】による診断ではありません

木造住宅の一般診断法シート　Ver_5.20

m m m

m m m

35 0 0

34 0 0

30 0 0

31

0

32 0

0 0

0

0 0

33 0

29 0

28 0 0

27

24 0 0

23 0 0

0

0

0 0

26

Ｘ方向　耐震要素の耐力の合計　１Ｑuｘ＝

ｍ
13.15

78.93

6.6144

0

剛心 Ｓy＝

86.98

38 0 0

⇒ 6.61

　

採用

　

　 全て中央部へ考慮

窓型開口 0 1.820

２階建て １階 X方向壁
４分割範囲指定

No

全て（1/4）端部へ考慮

0

7.280

0

36 0

1.820

22

0

4.799.100

21 0

４分割線上の壁要素の取り扱い

19

20 1ｗ4 2.63

領域面積比により端部・中央へ考慮

（1/2）分を端部・中央へ考慮

0

0

＝

0

0

0

0

1ｗ1

9.100

7.280

9.100

Ｓy-ｙi Ｋx

14.27 -0.67 0.88

-2.49 29.7043.59

12.740 3.185

※原点からの外壁端寸法指定 1.820 9.100 1.820

0.000

13.15

40 0

86.98

0

17 窓型開口 0 1.820

39 0

37

1.96

0 0.910

0

9.10018

9.100

0

25 0 0

16 1ｗ1 0 2.730

15 1ｗ5 2.15 0.910 0 7.280

14 1ｗ1 0 1.820 0

0.18

9 0 1補3 0 0.910

13 窓型開口 0 1.820

12 1ｗ2 0 0.910

20.38 0.24

0

7.280

11 0 1補2 1.76 1.820 6.370 3.20

7 1ｗ6 0 0.910

5.460

10 1ｗ3 0 2.730 0

2.7306 0 3.201.76 1.820

5 0 1補1 0

8 1ｗ1 0 0.910 5.4600

0

1補2 8.74 3.88 48.17

4.550

6.370

4 窓型開口 0 2.730 0

材長 Ｌｘ1

1.820 2.730

1

材長 Ｌｘ2
①・ｙj

2

3 掃出開口 0 1.820

1.820

1.820

1ｗ1

基準耐力Fw 壁符号
ΣFw･Ｌｘi
壁耐力①

距離 ｙj

掃出開口 0 3.000

既存耐力壁　（補強耐力壁） 補強耐力壁　（既存耐力壁）

基準耐力Fw

0 2.730

0 1.820

1.820

0

0

⑥－５木造住宅の耐震診断・補強計画 【２階建て】１階Ｘ方向　全体の壁配置

壁符号

Lｘ（イ）端＝

Ｌｙ（ｂ）端＝

Lｘ（ロ）端＝

Ｌｙ（ａ）端＝

Lｘ（1/4）長＝

Lｙ（1/4）長＝
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・各階の壁配置の際は、該当階および該当方向に対応するシートへ記入することに注意してください。

・配置するＸ方向の壁に対して、原点からの直交方向距離を指定して壁配置を行う。

　配置する柱および壁符号は耐力壁登録のデータから、プルダウンにより所定の柱および壁を選択配置する。

　選択した柱および壁に対応する基準耐力は、低減係数を考慮した数値が連動表示するので直接入力は不可。

　なお、一段の距離欄へは２つの耐力壁の配置が可能であり、「既存耐力壁」・「補強耐力壁又は既存耐力壁」

　の縦欄表記となっているが、既存・補強にとらわれず同一段の距離欄へ登録しても問題は無い。

・原点からの同一の距離にある同符号の壁長は、壁毎入力あるいは合計入力でも問題なく、同様に独立柱での

　同符号の柱本数も柱毎入力あるいは合計入力でも構わない。

・在来軸組構法（方法１）で使用する有開口耐力については、下記の事に注意して配置入力を行う事。

　ａ）柱を挟んで連続している開口部長さは合計し、単独の開口部長さの場合も含め長さの上限は3.0mとする。

　ｂ）柱を挟んで連続している開口形式が異なる場合は、耐力数値の小さな「掃出開口」で合計採用する。

　ｃ）間仕切り壁の開口については、垂れ壁が桁梁まで達している事が確認できた場合を除き「無効」とする事。

・中央部および端部の充足率に関わる事から、４分割線上に位置する壁要素の取り扱いは、診断者が選択する。

　取り扱い方法は用意した４ケースの中から選択する。充足率による配置バランスや各領域の存在耐力の確認

　の意味から、(1/2)振分あるいは領域面積比振分の選択が望ましい。

※上記の入力から、Ｙ方向の剛心の計算が自動計算され、結果が表示される。

【２階建て】１階Ｘ方向　全体の壁配置 ⑥－５
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

※前頁の入力から、Ｘ方向の各領域の振分耐力が自動計算され、結果が表示される。入力指定は不要。

⑥－６【２階建て】１階Ｘ方向　領域毎の壁配置
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！？　注意　？！
【耐震診断技術者】による診断ではありません

木造住宅の一般診断法シート　Ver_5.20

m m m

m m m

26 0 0

35 0 0

34 0 0

33 0 0

0

32 0 0

31

29 0 0

28 0 0

24 0 0

0

0

0

Ｙ方向　耐震要素の耐力の合計　１Ｑuｙ＝ 9.50 76.06

23 0 0

0 0

30 0 0

27 0 0

0

39 0

38

21 0 0

0.000 12.740 3.185

２階建て １階 Ｙ方向壁

材長 Ｌｙ1 壁符号 基準耐力Fw 材長 Ｌｙ2

※原点からの外壁端寸法指定 1.820 9.100 1.820

４分割範囲指定

ΣFw･Ｌｙi
壁耐力①

①・ｘj Ｓｘ-ｘi ＫｙNo
既存耐力壁　（補強耐力壁） 補強耐力壁　（既存耐力壁）

距離 ｘj
壁符号 基準耐力Fw

0 0.000

2 窓型開口 0 0.910

1 1ｗ1 0 4.550

0 0.000

0 0.000

4 0

3 窓型開口 0 1.820

3.20 2.91 7.10 161.311補2 1.76 1.820 0.910

1補4 0 1.820 4.550

6 1ｗ3 0 2.730

5 0

0 6.370

0 6.370

8 1ｗ1 0 1.820

7 1ｗ2 0 0.910

0 8.190

0 8.190

10 1ｗ5 2.15 1.820

9 1ｗ2 0 3.640

3.91 42.70 -2.91 33.110 10.920

0 11.830

12 1ｗ2 0 0.910

11 1ｗ1 0 0.910

0 11.830

0 11.830

14 窓型開口 0 0.910

13 窓型開口 0 2.730

0 12.740

-4.73 53.470 12.740

16 窓型開口 0 1.820

2.39 30.4515 1ｗ4 2.63 0.910

0 12.740

0

18 0

17 0

0

0

20 0

19 0

0

0

37 0

36 0

0

22 0 0

25 0

40 0

247.89

剛心 Ｓｘ＝
76.06

＝ 8.0063 ⇒ 8.01 ｍ
9.50

木造住宅の耐震診断・補強計画 【２階建て】１階Ｙ方向　全体の壁配置 ⑥－７

Lｘ（イ）端＝

Ｌｙ（ｂ）端＝

Lｘ（ロ）端＝

Ｌｙ（ａ）端＝

Lｘ（1/4）長＝

Lｙ（1/4）長＝
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・各階の壁配置の際は、該当階および該当方向に対応するシートへ記入することに注意してください。

・配置するＸ方向の壁に対して、原点からの直交方向距離を指定して壁配置を行う。

　配置する柱および壁符号は耐力壁登録のデータから、プルダウンにより所定の柱および壁を選択配置する。

　選択した柱および壁に対応する基準耐力は、低減係数を考慮した数値が連動表示するので直接入力は不可。

　なお、一段の距離欄へは２つの耐力壁の配置が可能であり、「既存耐力壁」・「補強耐力壁又は既存耐力壁」

　の縦欄表記となっているが、既存・補強にとらわれず同一段の距離欄へ登録しても問題は無い。

・原点からの同一の距離にある同符号の壁長は、壁毎入力あるいは合計入力でも問題なく、同様に独立柱での

　同符号の柱本数も柱毎入力あるいは合計入力でも構わない。

・在来軸組構法（方法１）で使用する有開口耐力については、下記の事に注意して配置入力を行う事。

　ａ）柱を挟んで連続している開口部長さは合計し、単独の開口部長さの場合も含め長さの上限は3.0mとする。

　ｂ）柱を挟んで連続している開口形式が異なる場合は、耐力数値の小さな「掃出開口」で合計採用する。

　ｃ）間仕切り壁の開口については、垂れ壁が桁梁まで達している事が確認できた場合を除き「無効」とする事。

・中央部および端部の充足率に関わる事から、４分割線上に位置する壁要素の取り扱いは、診断者が選択する。

　取り扱い方法は用意した４ケースの中から選択する。充足率による配置バランスや各領域の存在耐力の確認

　の意味から、(1/2)振分あるいは領域面積比振分の選択が望ましい。

※上記の入力から、Ｙ方向の剛心の計算が自動計算され、結果が表示される。

【２階建て】１階Y方向　全体の壁配置 ⑥－７
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

※前頁の入力から、Ｙ方向の各領域の振分耐力が自動計算され、結果が表示される。入力指定は不要。

【２階建て】１階Ｙ方向　領域毎の壁配置 ⑥－８
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

※前頁までの入力計算結果の重心および剛心から、各階両方向の偏心率が自動計算され、結果が表示される。

　偏心率と床仕様による低減係数Ｆｅの算出のため偏心率の評価区分も、結果が表示される。入力指定は不要。

※「補強計画」の際は、既存建物状況を入力完了後に、既存時での建物重心Ｇおよび剛心Ｓの計算結果座標値

　 から配置バランスの確認を行い、重心剛心のズレ距離が少なくなるように補強要素の箇所・追加配置などの

　 補強計画判断を進める事が重要である。

　 なお、その際には、偏心率結果だけでなく以降の「耐力要素の配置による低減係数 ｅＫｆｌの算定⑨」の各領域

　 の充足率の程度にも注意して、不足している領域の補強に配慮する事が大切です。

【２階建て】偏心率の算定および評価区分 ⑥－９
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・水平構面の仕様および床倍率は、指針一覧表を参考にする。指針記載の床倍率の訂正は不可。

　なお、調査結果が仕様と同じ場合は当該床倍率を採用床倍率とし、調査結果による接合部の釘の間隔の違い、

　あるいは釘の直径などが異なる場合は、修正を加えた床倍率を採用床倍率へ記入し使用する事。

・各階とも床面積で入力した範囲の矩形寸法はリンクされ、当該部毎に応じた床仕様の採用床倍率をプルダウン

　にて番号を選択し、平均床倍率を算定する。

　なお、階段部および吹抜け部などの水平構面の要素が無い箇所は、「床倍率　0」の吹抜け部として取り扱う。

・床仕様番号「27、28、29」の白セル部の項は、水平構面補強に採用する評価既製品等の登録の際に用いる。

⑦－１【２階建て】２階　床倍率一覧表・平均床倍率
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・水平構面の仕様および床倍率は、基準書からの転記の一覧表を参考にする。訂正は不可。

　なお、調査結果が仕様と同じ場合は当該床倍率を採用床倍率とし、調査結果による接合部の釘の間隔の違い、

　あるいは釘の直径などが異なる場合は、修正を加えた床倍率を採用床倍率へ記入し使用する事。

・各階とも床面積で入力した範囲の矩形寸法はリンクされ、当該部毎に応じた床仕様の採用床倍率をプルダウン

　にて番号を選択し、平均床倍率を算定する。

　なお、階段部および吹抜け部などの水平構面の要素が無い箇所は、「床倍率　0」の吹抜け部として取り扱う。

⑦－２【２階建て】１階　床倍率一覧表・平均床倍率
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・診断用床面積結果および指定の各種割増係数考慮の上、診断計算目標値である「必要耐力」の算定を行う。

　必要耐力の結果は、「精算法①」および「精算法②」それぞれの場合について表示し、「各諸条件①－１」での

　必要耐力算定方法の選択に対応した値が、採用必要耐力となっている事を確認する事。

　此処では、領域の充足率検討用の面外有無の指定のみである。（当該部に対する上階重量の影響有無）

　面外有無欄の指定は、表下のスケッチのように当該階1/4側端部に対して、上階の影響有無の指定である。

※一部２階建ての例として、２階部の重量影響がない（上部へ載らない）側端１階部分は、面外有無の欄へ「＊」

　入力する事で、当該部は平屋建て扱いとなり、充足率の確認を行う事が出来る。

全体/領域毎の必要耐力Ｑｒの算定 ⑧
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・前頁までのデータおよび算定結果の偏心率、平均床倍率、各領域の充足率等の結果を表記して、耐力要素の

　配置による低減係数 ｅＫｆｌの算定は、必要耐力を精算法による事から精密診断法の「偏心率と床仕様による

　低減係数Ｆｅ」だけでなく、高さ方向の「剛性率による低減係数Ｆｓ」も考慮評価する。

※なお、「剛性率による低減係数Ｆｓ」について混構造の剛性率を考慮する場合は、異種ｒｓｉ の項へ下層非木造部

　の解析結果による層間変形角の逆数を入力する事。

※木造住宅を対象とする「一般診断法および精密診断法１」では検討項目には含まれないが、中央部の充足率

　 が不足している場合の地震時重量の両側端部への水平構面伝達状況の確認を可能とした。

　 水平構面伝達状況の結果から、補強要素の箇所・追加の判断事項としても配慮する事が有効である。

・水平構面伝達の確認方法は、「精密診断法２：（保有水平耐力計算による方法）」における許容応力度計算とする。

　なお、水平構面伝達の確認における必要耐力値は、標準せん断力係数0.30の許容応力度時にて算定し、水平構

　面伝達の耐力は、平均床倍率を1.96倍換算し、両側端接続の合計有効床面長さを用いて算出する事とする。

・木造住宅を対象とする「一般診断法および精密診断法１」での採用必要耐力Ｑｒ値は、標準せん断力係数0.20

　における許容応力度時にて算出し、要素の保有する耐力Ｑｕ値を（0.20/Ｄｓ）倍する事で、保有耐力計算による

　耐震診断の対象である「極稀に遭遇する大地震に対しての倒壊防止」に対応している。

　以上から、許容応力度計算による水平構面伝達の確認では、伝達すべき重量の算定は耐震診断時重量を用いて

　せん断力係数比（0.30/0.20）割増にて算定する事とする。

※下記に、「Ｘ方向の場合」の水平構面伝達の確認計算概要を添付する。

※「領域端長Ｌｆａ」「領域端長Ｌｆｂ」については、忘れずに有効床面長の記入をしてください。

　 なお、有効床面長には付属のオダレ・物置等は除き、外壁面線に囲まれた範囲での各４分割領域線の長さを

　 採用する。平均床倍率による構面伝達確認なので、内部の階段・吹抜け等についても診断者の判断により

　 有効として加算しても構わない事とする。

※「Ｙ方向の場合」については有効床面長を、「領域端長Ｌｆイ」「領域端長Ｌｆロ」と読み替える事。

【領域ａ】の床面耐力Ｑｆａ＝（床倍率×Ｌｆａ×1.96）

【領域中央】の必要耐力Ｑｒ

【領域中央】の保有する耐力Ｑｕ

伝達⊿Ｑ＝【領域中央】（Ｑｒ－Ｑｕ）×0.30/0.20

【領域ｂ】の床面耐力Ｑｆｂ＝（床倍率×Ｌｆｂ×1.96）

「Ｘ方向」水平構面伝達床面耐力ΣＱｆ＝Σ（床倍率×Ｌｆ×1.96）＝Ｑｆａ＋Ｑｆｂ

「Ｘ方向」伝達⊿Ｑ　と　「Ｘ方向」水平構面伝達床面耐力ΣＱｆ　との比較により水平構面伝達の確認を行う。

①中央部の充足率が1.00以上の場合は水平構面伝達確認は不要、「伝達⊿Ｑ値」は黒字の負値表記となる。

②中央部の充足率が1.00未満の場合は水平構面伝達確認が必要、「伝達⊿Ｑ値」は青字の太線表記となる。

③⊿Ｑｕ＞ΣＱｆ の場合は水平構面伝達が困難である結果を示し、「床面耐力ΣＱｆ値」は赤字の太線表記となる。

　 上記以外の⊿ＱｕとΣＱｆ との比較結果の場合には、「床面耐力ΣＱｆ値」は黒字の太線表記となる。

耐力要素の配置による低減係数 ｅＫｆｌの算定 ⑨

領域端長Ｌｆａ
領域ａ

領域ｂ

領域中央
ｵﾀﾞﾚ・
下屋等

領域端長Ｌｆｂ
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・現地調査結果を基にして診断指針の算出表を利用して、劣化度による低減係数ｄＫを算出する。

　算出表の使用の際は、診断指針および本シート内の説明を読んでください。

　なお、算出表の劣化点数項は、診断時には「耐震診断」項へ記載し、補強時には補強対応に応じた「補強計画」項

　だけでなく、既存時を示す「耐震診断」項へも記載の事。

　なお、劣化部分判断コメント欄は、診断時あるいは補強時に応じた診断者の判断内容、対応内容などを右欄外の

　所定の欄へコメント記載し、ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ選択により表示させる事。

※一般診断では非破壊調査での判断となっているが、外観だけでなく、床下、天井裏、小屋裏など可能な限り

　広い範囲を目視による構造材の状況確認を行う事。調査結果で判明した各部の劣化事象を改善する事は、

　補強設計としても大きな対策案となるので、詳細調査による積極的な劣化改善が重要である。

※診断指針では一般診断法にて補強計画を行う場合には、劣化度の上限は 0.90 とされている。補強前の劣化度

　による低減係数が 0.90 以上の場合には、補強後の低減係数は変わらないものとする。これは、一般診断での

　劣化調査項目が外観上の不具合に対しての評価であり、壁内での構造材腐食事象について実状および改善後など

　の判断ができないためである。

　なお本県では、診断調査者において精密診断並みの調査を行い、構造材腐食確認の判断を考慮する場合には、

　劣化度評価は診断者判断に委ねる事も可能とした。

以上から、補強計画での劣化度による低減係数の採用ｄＫ値は、下記の３種類から診断者の判断により選択とする。

㊤一般診断補強時上限値 ・・・0.90

㊥補強計画⇒診断時ｄＫ値 ・・・診断時での調査結果ｄＫ値 ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ選択

㊦診断、補強計画のｄＫ値 ・・・耐震診断時、あるいは補強計画時のｄＫ値 ※診断時は、㊦項を選択

※補強時は、㊤㊥㊦項から選択

シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・これまでの各項の算出結果を基に、上部構造評点　ｅｄＱｕ/Ｑｒ　値を自動算出します。此処での入力は不要。

上部構造評点の算定 ⑪

劣化度による低減係数 ｄＫの算定 ⑩
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シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・木造の診断結果は、「上部構造評点」結果と「地盤・地形・基礎形式」の注意点の両輪で成立しています。

　上部構造評点結果を担保する意味でも、足元の地盤・地形・基礎などの要因確認は重要である。

　以上から、各項目の該当箇所へのチェック「※」だけでなく、注意事項や状況コメントの欄への診断者の

　調査結果を基にした所見は忘れずに記載してください。

シートの各項への入力注意事項

※ＰＣ画面での着色セル部分は記入不可、白セル部のみ直接記入、プルダウン選択により記入の事。

・建物の診断結果は、全階両方向の中から「上部構造評点」の最小値を対象建物の評点として表示する。

　その結果を基に、基準書にならったコメントも表示させる。

※記載済みのコメントには、診断計算に関わる事項について表示した。

　一般診断での精算法採用に至る考察および判断理由、くわえて診断者の判断での補強に限り各部の仕様

　の見直し対応も可能とした内容を掲げた。・・・・・内容は診断者が確認の上、コメント訂正も可能。

※最下段の【コメント欄】は、診断結果に関わる他の事項について、判断・所見などを必要に応じて記載する事。

「上部構造」の評点とコメント ⑬

地盤・基礎の診断 ⑫
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